
プ
冗
文
ロ
平
成
功
器
し
て
堅
苦
情
L
、
=
-
Z
一
の
小
字
。

一
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
元
文
二
年
処
仲
前
川
吉

一

ウ
ヅ
ラ
ダ
チ
積
立

俳
町
一
加
。
飽
附
十
一
年

一
徳
の
命
を
受
け
て
加
賀
州
産
物
志
を
慈
し
、
次
い
で

一
委
水
が
金
搾
の
四
祭
俺
を
甥
に
憩
っ
て
、
水
笹
川
且
朔

奨
草
給
形
帳
を
編
し
た
o
宛
保
二
年
夜
、
享
年
七
十
。

一
日
小
訟
に
砂
住
L
、
更
に
十
一一
一
年
扶
京
に
遊
ん
だ
。

ウ
チ
ヤ
マ
カ
空
チ
ユ
ウ

内
山
鹿
仲
加
賀
滞
の

一
こ
の
時
に
成
っ
た
記
念
の
抑
制
が
聞
も
知
立
で
、
組
言

御
耐
国
側
。

株
百
一一一
十
布
。
文
政
=
一
年
四
月
A
H

二
日
公

一
の
外
、
尼
決
闘
の
序
、
蝶
問
U

の
訟
が
あ
る
が
、
刊
紀

明
裂
に
於
い
て
訟
践
せ
ら
れ
、
一

新
御
預
と
な
b
、

一
は
な
い
。

周
年
十
二
且
六
日
能
登
応
へ
統
刑
に
雌
せ
ら
れ
た
。

一

ウ
ツ
日

発

臥
主
制
仁
降
郷
に
関
す
る
部
世
間
。

ウ
チ
ヤ
マ
サ
ン
セ
イ

内
山
三
涜

路

町民
十
一
年

一

ウ
ツ
ロ
打
呂

珠
洲
都
大
町
泥
水
の
内
の
小
手
。

沼
山
に
於
い
て
刷
出
利
授
に
仕
へ
た
凶
附
で
、
本
道

一

ウ
ツ
ロ
ウ
ヂ
宇
津
呂
氏

一
向
一
授
の
徒
で
長

の
簡
の
名
の
見
え
る
こ
と
加
到
滞
に
於
い
て
之
を
附

一
手
尚
に
陥
問
、
天
正
中
に
そ
の
子
丹
波
な
ど
の
名
が

矢
と
す
る
o
そ
の
子
に
用
品
仲
が
あ
っ
た
。

一
見
え
る
o
宇
岡
山
首
氏
を
字
詰
賂
V
A
は
宇
津
民
に
作
る

ウ
チ
ヤ
マ
h
F
ウ
ゲ

内
山
峠

河
北
側
松
制
か
ら
、

一
も
の
は
様
で
あ
る
。
父
宇
油
川口
氏
の
祖
先
か
ら
小
松

舘
中
一
的
孤
彼
柑
内
山
の
部
族
に
出
る
凶
界
の
峠
。

一
多
太
跡
駐
の
制
服
古
曾
部
氏
に
系
を
引
い
た
者
は
、

ウ
チ
ヤ
マ
ヨ
ウ

7
9
内
山
遺
伝

初

め

金
制作の

一
同
制
枇
の
俗
郷
奉
納
浪
記
に
基
づ
〈
も
の
で
、
信
ず

一
る
こ
と
が
で
き
向
。

町
人
で
刑制
凶
旧民
九
郎
右
衛
門
と
い
っ
た
が
、
後
川
首

一
r

t

一

ウ
ツ
回
生
ン
バ
宇
津
呂
丹
波

能

楽

端
技
佐
谷

者
と
な
っ
て
資
陳
氏
を

m
L、
次
い
で
内
山
m
M
蹴
の

一

凶

1
1

一
の
峨
中
山
。

χ
同
制
金
平
大
野
・
江
前
三
村
に
捗
る
城

益
子
と
な
b
、
天
明
三
年
八
月
二

vr討
を
制
面
し
、

一

平
和
元
年
波
し
た
。

一
山
も
宇
知
的
作
技
の
院
と
い
ふ
o
天
正
八
担
架
旧
一腕

ウ
チ
ユ
ウ
字
中

』
ワ
〆
ウ
チ

コ

ウ

利
川
宇

一
家
は
彼
佐
行
を
似
れ
、
品
川
技
法
び
子
際
六
の
首
を
安

h
o

一
土
の
信
長
に
献
じ
た
。

ウ
チ
ヲ

内
尾
石
川
部
河
内
庄
に
回
す
る
邪
w
m
ニ

ウ
ツ
ロ
ピ
ゼ
ン
宇
津
呂
備

前

能

由
民
棚
彼
佐
谷

ウ
チ
ヲ
書
=
打
尾
谷
河
北
川
金
制
矧
に
臨
す

一
の
担
問
中
ん
で
あ
る
O
H
K
苧
二
年
一
合
川
榔
防
局
城
の
出
僚

る
m
w
m
o

一
政
親
を
一

向
一
伎
が
攻
め
た
時
、
悩
前
は
野
庁
市
紘

ウ
ツ
ギ
打
木
能
美
山
梨
印
刷却
に
臨
す
る
部
帯
。

一
訪
の
容
に
附
し
た
と
あ
る
。

ウ
ツ
ギ
打
木
石
川
榔
仲
村
郷
に
臨
す
る
郎
官
町
。

一

ウ
ド
ガ
h
F

ニ
ヤ
マ
う
ど
が
谷
山

問
主
却
谷
内

ウ
ツ
ギ
ハ
マ
宇
津
木
涜
石
川
榔
引
木
の
搭
出

一
部
訴
か
ら
西
方
に
在
る
山
o
高
さ
二
五
五
米
。

を
い
ふ
。
佐
那
武
祉
制中
額
に
、
『
於
宇
津
木
凶
器
百
目

一

ウ
ド
ノ

薮
野
』
オ
ト
ノ
波
野
。

玉
武
拾
五
一
叫
浪
人
的
品
諸
似
成
就
啓
一
銃
器
也
。
寛
永
拾

一

銭
燦

J
ツ
ダ
ド
ウ
ジ
ユ

y

五回
円
六
月
昔
日
加
州
佐
市
村
新
年
AH組
。』
と
見
え
、
・

一

こ
の
地
税
政
末
期
に
於
い
て
も
銃
飽
試
射
の
前
制
目
前

一

で
あ
っ
た
。

ウ
ツ
ラ
ギ

ウ
ナ
ギ
ネ
リ

m逝
断
。

打
哀
木

吋
山
一
風
奈
川
束
中
地
の
内

ウ
ニ
ウ

鵜
入

臥
一
主
梢
大
庭
庄
に
鴎
す
る
邸
古
川
。

能
管
各
跡
志
に
、
『
鵜
入
村
は
下
山
よ
b
十
九
町
依

あ
り
。
臨
調
十
郎
と
て
よ
き
百
姓
あ
0
0』
と
あ
る
。

ウ
チ
i
ウ
ノ

i宰

ウ
牢
ダ
鼠
図

石
川
部
大
野
庇
に
臆
す
る
邸
帯
。

日
本
銀
出
関
犯
に
、
寂
林
法
師
が
加
賀
郡
畝
岡
村
に
歪

h
、
年
を
経
て
止
往
し
た
こ
と
を
載
せ
て
あ
り
、
毛

の
頃
除
加
賀
郡
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
勉
尾
記
に
、

此
の
村
に
仲
，
城
・係
兵
衛
屋
敷
な
ど
の
跡
が
あ
る
と

犯
し
て
ゐ
る。

ウ
ネ
ダ
ジ
ン
ジ
ヤ
畝
田
紳
結
石
川
郷
畝
印
に

鎮
座
す
る
。
式
内
等
山
田
枇
杷
に
‘
『
畝
凶
跡
駐
。
大
野

庄
畝
出
村
銀
座
。
務
忌牛
蛍
お
笥
枇
也
。
』
加
魁
能
一
泊

跡
絡
に
、
『
畝
旧
領
の
内
に
牛
堂
と
申
榊
枇
あ
b
。

跡
惚
は
大
成
徳
明
王
の
闘
。
往
古
は
七
堂
伽
蹴
に
て

駐
品
川
も
有
之
向
。
金
に
て
作
り
た
る
雄
子
等
出
み
有

之
問
。』

と
見
え
る
。
明
治
以
降
武
三
指
…
駐
と
稿
L
、

周
回
十
年
武
三
間
耐
祉
と
改
め
ら
れ
た
。

ウ
ネ
ダ
デ
敵
国
出

石
川
郡
畝
回
の
内
の
小
手
。

ウ
ネ
メ
イ
シ
釆
女
右

白
山
大
汝
岳
の
市
閉
山
千

詑
池
と
の
間
に
あ
っ
た
。
白
山
起
に
、
加
賀
室
の
傍

に
一
丈
除
の
石
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
釆
女
と
名
づ
け

る
と
あ
る
。
叉
白
山
富
舵
織
都
中
記
録
天
文
二
十
三

年
噴
火
の
僚
に
、
『
内
一反
証
・
協
同
国
ル
。
惣

Z
来
女
，
握
、

依
報
，局
鉢
相
替
候
也
。
』
と
あ
る
も
、
そ
の
米
女
石

附
近
の
こ
と
で
あ
る
。
白
山
温
記
に
、

『
自
=
大
枚
-

向
=
商
館
a

有
a
伊
勢
{
呂
祉
。
叉
有
=
来
女
嗣
川
地
桜

元
亭
剛
柑
智
云
。
五
庇
八
千
米
女
ヰ
u
堅
牢
女
天
之
鐙
作

也
。
奈
往
時
記
=
此
女
天
-
者
歎
。
』
と
あ
る
米
女
詞

も
、
米
女
石
に
関
係
あ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

ウ
ノ
イ
チ
ロ
ベ
Z

宇
野
市
郎
兵
衛
前
回
綱
紀

に
仕
へ
て
御
馬
廻
組
に
斑
L
、
事
保
四
担
授
。
第
三

代
叉
市
直
制
の
略
家
系
断
絶
L
た。

ウ
ノ
ウ
ラ

純
浦
路
門
崎
郡
北
三
郷
之
内
向
山
郷

に
邸
す
る
邸
務
。
隣
邑
に
上
湯
川
が
あ
っ
て
下
湯
川

が
な
い
か
ら
、
抽
楠
捕
が
も
と
下
湯
川
で
あ
っ
た
の
で

あ
ら
う
。
一
宮
然
多
前
枇
の
鵜
祭
に
仰
へ
る
絡
を
加

へ
る
地
で
、
前
川
削
氏
は
喜
怒
川
“
一
戸
を
定
め
、
錦

-

回
二
段
歩
を
叫
削
け
置
い
た
。
そ
の
絹
を
描
へ
る
と
こ
一

ろ
は
阪
信
直
に
諺
に
臨
み
、
そ
れ
を
鵜
鋪
躍
と
い

ふ
。
能
Z
R
名
跡
志
に
、
『
摺
浦
村
は
一
宮
の
紛
祭
の

貌
を
取
て
掠
ぐ
る
也
。
組
問
と
云
ひ
て
跡
地
あ
h
o

常
屋
の
者
凶
を
作
り
、
開
相
を
採
ぐ
る
也
。
此
村
よ
白

一
宮
ま
で
十
=
一
一
塁
。
此
削
は
、
出
臼
北
町
の
女
御
此
礎

に
お
り
給
う
て
、

一
宮
の
御
耐
と
夫
仰
に
成
給
ふ
0

1
ハ
後
御
中
山
由
鰍
也
、
越
後
凶
能
生
へ
飛
給
斗
。
委
く

は
一
室
の
幅
削
に
あ
向
。
此
村
に
御
門
士
山
榊
祉
放
ち
給

」
。
』
と
記
す
る
。

ウ

ノ

ケ

宇
野
筑
前
北
郷
金
津
肢
に
印刷
す
る

m

w
m
。
加
邦
録
に
、
う
の
け
の
儲
よ
白
右
の
方
に
他
が

i

i

i

，J
-
7
 

あ
白
、
諒
水
で
あ
る
と
記
す
る
0

・
も
と
は
字
須
を
明

治
初
年
宇
野
気
と
L
、
大
正
十
年
宇
野
印刷
新
を
宇
野

ウ

伊

信網
と
抑
制
す
る
に
及
び
、
宇
野
筑
を
宇
気
に
改
め
た
。

ウ
ノ
ケ
ガ
ハ
宇
野
気
川

河
北
都
余
地
の
北
方

山
地
か
ら
波
L
、
市
抗
し
て
上
附
名
を
絞
、
北
方
に

M
山
L
、
政
を
ハ
川
松
の
北
に
渡
す
る
一
支
前
と
合
し
、

間
続
し
て
統
山
・
字
京
以
び
宇
野
口
淵
を
綬
て
河
北
潟

に
人
る
・
も
の
で
、
そ
の
字
叙
と
宇
野
筑
と
の
刷
に
於

い
て
は
東
方
か
ら
多
〈
の
釧
械
を
41

け
る
。
統
制
凡

べ
て
一

O
粁
。

ウ
ノ
ケ
シ
ン
宇
野
気
新
河
兆
郡
金
棒
庄
に
邸

''e
シ
シ

す
る
部
前
。
も
と
字
無
新
と
苫
い
た
を
明
治
巾
宇
野

口品
新
に
改
め
、
大
正
十
年
宇
野
口刑
に
改
め
た
。

ウ
ノ
デ
ン
ナ
イ
字
野
市
博
内

i
v
ユ
サ
ク
ラ
ウ
ド

続
佐
滅
入
。

ウ
ノ
ナ
ホ
ス
ケ
宇
野
直
副
迎
稿
文
前
。
鈴
附

四
年
配
入
武
兵
衛
直
政
の
也
知
二
百
二
十
五
石
を
綴

ぎ
、
御
前
畑
廻
組
に
班
し
た
。
明
和
五
年
間
鋭
受
抗
感

行
に
任
じ
た
が
、
安
永
中
所
管
の
釦
子
に
闘
し
弘
山

あ
る
を
以
て
揚
践
に
牧
容
せ
ら
れ
、
次
い
で
獄
死
し

七
五


